
議第１６号 

 

   市有財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり市有財産を無償で譲渡したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第６号の規定により議決を求める。 

 

  平成３１年２月２６日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明    

 

記 

 

１ 譲 渡 財 産   

 ⑴ 建物 

位  置 構  造 床面積（㎡） 

高山市奥飛驒温泉郷田頃家

１１番地１ 

木造平屋建（管理棟） ８６．５２  

木造平屋建（炊事棟 ３棟） 各５０．２６  

 木造平屋建（便所棟 ３棟） 各３８．６７  

 木造平屋建（シャワー・入浴施設） ２７７．７７  

 ⑵ 設備 

位  置 区  分 数  量 

高山市奥飛驒温泉郷田頃家

１１番地１ 

キャンプサイト設備 ７１区画（各１００㎡） 

入出場管理機器（ゲート） １式  

２ 譲渡の相手方  高山市奥飛驒温泉郷田頃家１１番地１ 

          しろふじ観光開発株式会社 

          代表取締役 高田 隆一 

３ 譲渡の理由  施設の有効活用を図るため 

４ 譲渡の時期  平成３１年４月１日 


